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個
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報
保
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条
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二
十
条
第
一
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規
定
に
よ
り
公
立

大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
が
定
め
る
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合

に
お
い
て
直
ち
に
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報

公
立
大
学
法

人
青
森
県
立

保
健
大
学

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
二
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(

空
中
写
真
撮
影
及
び
デ
ジ
タ
ル
オ
ル
ソ
作
成
作
業)

二

作
業
期
間

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
日
ま
で

三

作
業
地
域

三
沢
市

む
つ
市

東
北
町

七
戸
町

野
辺
地
町

横
浜
町

六
ケ
所
村

東
通
村

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
三
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
六
日
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平
成
二
十
年

八
月
六
日

(

水
曜
日)

第
二
千
九
百
六
十
八
号



( )

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

五
戸
町

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(
空
中
写
真
撮
影
、
デ
ジ
タ
ル
マ
ッ
ピ
ン
グ)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

五
戸
町

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

三
戸
郡
階
上
町
大
字
赤
保
内
字
野
沢
九
の
二

九
、
九
の
一
二
三
及
び
九
の
一
二
七
か
ら
九

の
一
三
七
ま
で

三
戸
郡
階
上
町
蒼
前
東
四
丁
目
六
の
一
六

有
限
会
社

タ
ケ
ダ
サ
プ
ラ
イ

三
沢
市
前
平
一
丁
目
三
の
一
か
ら
三
の
七
ま

で
、
四
の
一
か
ら
四
の
七
ま
で
、
五
の
一
か

ら
五
の
七
ま
で
、
六
の
一
か
ら
六
の
九
ま
で

及
び
七
の
一
か
ら
七
の
九
ま
で(

第
六
工
区)

三
沢
市
桜
町
一
丁
目
一
の
三
八

三
沢
市
土
地
開
発
公
社

三
沢
市
新
森
一
丁
目
一
一
、
新
森
二
丁
目
一
、

二
、
三
の
三
、
一
〇
及
び
一
一
の
一
部

(

第

六
工
区)

三
沢
市
桜
町
一
丁
目
一
の
三
八

三
沢
市
土
地
開
発
公
社

五
所
川
原
市
大
字
金
山
字
千
代
鶴
五
の
七
九
、

五
の
八
一
、
五
の
一
二
五
か
ら
五
の
一
二
八

ま
で
及
び
五
の
一
三
一

五
所
川
原
市
大
字
金
山
字
千
代
鶴
五
の
七
九

有
限
会
社

松
風
窯

五
所
川
原
市
大
字
金
山
字
千
代
鶴
五
の
七
九

津
軽
金
山
焼
窯
業
協
同
組
合

１ 図
面
番
号

県

道

道
路
の

種

類

八
戸
大
野
線

路
線
名

八
戸
市
大
字
十
日
市
字
上
樋
田
二
四
か
ら

八
戸
市
大
字
十
日
市
字
西
六
二
の
一
ま
で

八
戸
市
大
字
十
日
市
字
上
樋
田
二
四
か
ら

八
戸
市
大
字
十
日
市
字
上
樋
田
二
九
ま
で

八
戸
市
大
字
十
日
市
字
上
樋
田
二
四
か
ら

八
戸
市
大
字
十
日
市
字
西
六
二
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 前
変
更
の

前
後
別

二
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

工
藤
建
具

二

氏
名

工
藤

哲
司

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
寒
沢
町
一
六
の
一
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
九
一
九
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
五
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

下
山
建
具
製
作
所

二

氏
名

下
山

定
夫

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
中
野
一
丁
目
六
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
五
八
八
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
六
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ

の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

ニ
ュ
ー
ハ
ウ
ス
石
岡

二

氏
名

石
岡

房
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
下
湯
口
字
村
元
四
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
一
五
五
三
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
六
月
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
石
澤
技
建

二

代
表
者
の
氏
名

石
澤

清
二
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( )

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

黒
石
市
末
広
一
四
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
一
〇
二
八
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由

に
よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条

第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
木
村
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

木
村

勤

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
三
和
字
川
合
一
八
八
の
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
一
〇
六
五
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
建
築
、
大
工
、
と
び
・
土
工
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
工
藤
重
組

二

代
表
者
の
氏
名

工
藤

和
行

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

黒
石
市
追
子
野
木
三
丁
目
一
二
五
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
六)

第
二
三
九
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
七
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

(

青
森
県
議
会
議
員
一
般

選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
費
用
収
支
報
告
書
の
要
旨)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨
の
平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
青
森

県
議
会
議
員
一
般
選
挙

(

青
森
市)

の
候
補
者
氏
名
森
内
之
保
留
の
第
１
回
分
の
表
中

｢
収
入

主
た
る
寄
附

(氏
名
・
団
体
名
)

(職
業
)

(寄
附
額
)円

自
由
民
主
党
青
森
県

政
党

300,000
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( )
支
部
連
合
会

蛯
名
将
輝

会
社
役
員

540,000

そ
の
他
の
寄
附

０
件

0

そ
の
他
の
収
入

4,500,000

今
回
計

5,340,000

前
回
計

0

総
計

5,340,000
｣

を

｢
収
入

主
た
る
寄
附

(氏
名
・
団
体
名
)

(職
業
)

(寄
附
額
)円

自
由
民
主
党
青
森
県

政
党

300,000

支
部
連
合
会

森
内
の
ぼ
る
政
経
研

政
治
団
体

2,775,571

究
会

蛯
名
将
輝

会
社
役
員

540,000

そ
の
他
の
寄
附

０
件

0

そ
の
他
の
収
入

1,724,429

今
回
計

5,340,000

前
回
計

0

総
計

5,340,000
｣

に
訂
正
す
る
。

雑

報

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
告
示
第
二
号

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例

(

平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号)

第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
直
ち
に
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人

情
報
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
規
程

(

平
成
二
十
年
四
月
公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
規
程
第
四
十
五
号)

の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

規
則

(

平
成
十
一
年
五
月
青
森
県
規
則
第
五
十
五
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
六
日

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学

理
事
長

リ
ボ
ウ
ィ
ッ
ツ
よ
し
子
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開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
直
ち
に
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報

個
人
情
報
取
扱

事
務
の
名
称

保
有
個
人
情
報
の
項
目

開
示
請
求
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
期
間

開
示
請
求
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
場
所

事
務
職
員
採
用

選
考
試
験

書
類
選
考
の
小
論
文
試
験

の
得
点
並
び
に
第
一
次
試

験
の
試
験
種
目
別
得
点
、

総
合
得
点
及
び
順
位
並
び

に
第
二
次
試
験
の
試
験
種

目
別
得
点
、
最
終
総
合
得

点
及
び
最
終
順
位

試
験
結
果
の
通
知
の

日
か
ら
一
月
間

青
森
県
立
保
健
大
学

事
務
局
経
営
企
画
室



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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